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令和４年度狭山市一般会計予算 

 

 

 令和４年度狭山市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８，２２０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 
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 第１表　歳入歳出予算
歳   入 （単位：千円） （単位：千円）

1 14

1 市 民 税 1 負 担 金

2 固定資産税 15

3 軽自動車税 1 使 用 料

4 市たばこ税 2 手 数 料

5 都市計画税 16

2 1 国庫負担金

1 自動車重量譲与税 2 国庫補助金

2 地方揮発油譲与税 3 国庫委託金

3 森林環境譲与税 17

3 1 県負担金

1 利子割交付金 2 県補助金

4 3 県委託金

1 配当割交付金 18

5 1 財産運用収入

1 株式等譲渡所得割交付金 2 財産売払収入

6 19

1 法人事業税交付金 1 寄 附 金

7 20

1 地方消費税交付金 1 特別会計繰入金

8 2 基金繰入金

1 ゴルフ場利用税交付金 21

9 1 繰 越 金

1 環境性能割交付金 22

10 1 延滞金、加算金及び過料

1 国有提供施設等所在市町村助成 2 市預金利子

交付金等 3 貸付金元利収入

11 4 受託事業収入

1 地方特例交付金 5 収益事業収入

12 6 雑    入

1 地方交付税 23

13 1 市    債

1 交通安全対策特別交付金

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

市    税 21,124,896

157,8919,761,600

使用料及び手数料 869,8869,063,220

590,802345,680

279,084945,000

国庫支出金 8,077,8261,009,396

6,557,273地方譲与税 288,541

1,486,846205,000

33,70767,000

県支出金 3,502,15116,541

2,478,597利子割交付金 14,000

686,34114,000

337,213配当割交付金 82,000

財産収入 259,17482,000

93,518株式等譲渡所得割交付金 50,000

165,65650,000

寄 附 金 100,000法人事業税交付金 200,000

100,000200,000

繰 入 金 2,168,778地方消費税交付金 3,300,000

933,65752,000

39,402国有提供施設等所在市町村助成 630,000

64,0913,300,000

2,104,687ゴルフ場利用税交付金 21,000

繰 越 金 600,00021,000

150,000 60,000

16,000 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 48,220,000

分担金及び負担金 157,891

630,000
11交付金等

357,849

地方特例交付金 150,000 124,974

600,000環境性能割交付金 52,000

諸 収 入

－6－ －7－

地方交付税 2,540,000 351,421

2,540,000 市    債 3,082,200

交通安全対策特別交付金 16,000 3,082,200
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歳   出 （単位：千円） （単位：千円）

1 3 中学校費

1 議 会 費 4 幼稚園費

2 5 社会教育費

1 総務管理費 6 保健体育費

2 徴 税 費 11

3 戸籍住民基本台帳費 1 公 債 費

4 選 挙 費 12

5 統計調査費 1 予 備 費

6 監査委員費

3

1 社会福祉費

2 児童福祉費

3 生活保護費

4 災害救助費

4

1 保健衛生費

2 清 掃 費

5

1 労働諸費

6

1 農 業 費

7

1 商 工 費

8

1 土木管理費

2 道路橋りよう費

3 都市計画費

4 住 宅 費

9

1 消 防 費

10

1 教育総務費

2 小学校費

教 育 費 4,126,330

786,308

650,855

－8－ －9－

1,142,032

2,945,773

117,750

消 防 費 2,269,933

2,269,933

178,403

商 工 費 727,614

727,614

土 木 費 4,380,502

174,947

2,097,636

2,095,859

労 働 費 20,907

20,907

農林水産業費 178,403

10,180,568

9,590,532

2,196,513

7,768

衛 生 費 4,193,495

12,944 100,000

37,196 歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 48,220,000

民 生 費 21,975,381

581,030 公 債 費 4,298,887

363,777 4,298,887

129,617 予 備 費 100,000

313,222 120,587

総 務 費 5,635,326 669,817

4,510,762 1,105,829

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

議 会 費 313,222 792,934
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第２表 債務負担行為 

事       項 期   間 限   度   額 

県議会議員選挙事業費 
令和４年度から 

令和５年度まで 

 

１０，００９ 

 

 

（単位：千円） 
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第３表 地方債 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

市庁舎設備等改修事業費 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

87,000 

 

入 曽 地 区 子 育 て 支 援 

拠点施設等整備事業費 
35,400 同  上 同  上   同    上 

災害援護資金貸付事業費 

 

 

3,500 

 

 

普通貸借 
延滞の場合を除

き無利子 

災害弔慰金の支給等に

関する法律（昭和４８

年法律第８２号）に基

づき埼玉県が定めた融

通条件による。 

道 路 修 繕 事 業 費 115,400 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件によ

る。ただし、市財政の

都合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

道 路 改 良 事 業 費 23,700 同  上 同  上 同    上 

入曽駅周辺整備事業費 233,500 同  上 同  上 同    上 

狭 山 市 駅 加 佐 志 線 

整 備 事 業 費 
94,800 同  上 同  上 同    上 

笹井柏原線整備事業費 208,300 同  上 同  上 同    上 

非 常 備 消 防 機 械 

施 設 等 整 備 事 業 
45,600 同  上 同  上 同    上 

防 災 設 備 整 備 事 業 費 10,500 同  上 同  上 同    上 

中学校校舎等改修事業費 224,500 同  上 同  上 同    上 

臨 時 財 政 対 策 債 

 

 

 

 

2,000,000 同  上 

４．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率） 

同    上 

計 3,082,200    

 

（単位：千円） 
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